
川崎市交通局企業職員の人事評価の実施に関する要綱

                             平成１８年３月３１日  

                             １７川交庶第８９０号  

 （趣旨）

第１条 この要綱は、川崎市交通局企業職員の人事評価に関する規程（平成１８年交通局規

程第２０号。以下「規程」という。）に基づく人事評価の実施に関し必要な事項を定めるも

のとする。

 （被評価者の範囲）

第２条 次の各号に掲げる職員は、規程第３条第１項に規定する被評価者に含めないものと

する。

（１）川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年川崎市条例第２号）

第２条第１項の規定により派遣されている職員 

（２）外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年川

崎市条例第１号）第２条第１項の規定により派遣されている職員 

 （評価期間の中途で人事異動等があった場合の取扱い） 

第３条 評価期間の中途で転任、昇任その他の人事異動があった場合には、異動日前の期間

及び異動日以後の期間について、それぞれ人事評価を実施するものとする。ただし、３月

に満たない期間に係る人事評価は、実施しないものとする。 

２ 前項の場合における最終評価は、評価期間の末日に属する所属において実施するものと

し、異動日前の期間に係る人事評価を踏まえて決定するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、評価期間の中途での組織整備に伴う人事異動があった場合

で、異動日前に担当していた業務内容が異動日以後においても変更がないときは、異動日

前の期間及び異動日後の期間について、それぞれ人事評価を実施せず、異動日前に設定し

た業務目標を異動日以後に引き継ぐことができるものとする。ただし、被評価者区分が変

更になる場合は、この限りでない。 

４ 前段前項の規定により、異動日前の期間及び異動日以後の期間について、それぞれ人事

評価を実施しない場合は、異動日前の期間と異動日以後の期間を合わせて人事評価を実施

するものとする。 

５ 第１項及び第２項の規定は、被評価者が交通局以外の職員となった場合及び交通局以外

の職員から被評価者となった場合について準用する。 

６ 評価期間の中途で採用、復職等があった場合には、その日以後の期間について人事評価

を実施するものとする。 

 （評価期間内に３月以上の継続勤務がない場合の取扱い） 

第４条 評価期間内において、３月以上継続して勤務した期間がない場合には、業績評価及

び最終評価を行わないものとする。 



 （評価者等の範囲） 

第５条 規程第４条に規定する１次評価者及び２次評価者並びに確認者は、別表第１に定め

るところによる。 

２ 別表第１に規定する「これらに相当する職」とは、別表第２に掲げる職とする。 

 （評価者が欠けた場合等の取扱い） 

第６条 １次評価者が欠けた場合（長期不在の場合を含む。次項において同じ。）には、２次

評価者が被評価者との面談及び１次評価を行い、１次評価の結果を被評価者に通知するも

のとする。 

２ ２次評価者が欠けた場合又は被評価者が部長（これに相当する職にある職員を含む。次

項において同じ。）の場合には、２次評価を行わないものとし、１次評価者が１次評価の結

果を被評価者に通知するものとする。 

３ 前項の場合において、被評価者が係員（主任及び交通局長（以下「局長」という。）が指

定する担当係長（以下「指定担当係長」という。）を含む。第１２条第１項において同じ。）

のときは、同項の規定にかかわらず、部長が２次評価を行い、その結果を被評価者に通知

するものとする。 

 （兼務の職員の取扱い） 

第７条 被評価者が兼務を命ぜられている場合は、本務に属する所属において面談、評価等

を行うものとし、兼務している所属の評価者に相当する職にある者と協議するものとする。

ただし、事務職員及び技術職員のうち、兼務している所属の業務に係る業務目標のウエイ

トの合計が１００分の５０を超えるときは、兼務している所属において評価等を行うこと

ができる。 

 （人事評価の手続） 

第８条 被評価者が事務職員及び技術職員の場合における人事評価の手続は、別表第３のと

おりとする。 

２ 被評価者が技能職員及び業務職員の場合における人事評価の手続は、別表第４のとおり

とする。 

 （自己申告等ができない場合の取扱い） 

第９条 被評価者の休職その他やむを得ない理由により、別表第３又は別表第４に掲げる自

己申告及び面談を実施することができない場合においても、１次評価者及び２次評価者は、

業績評価及び能力評価を行うものとする。 

 （業績評価の標準点） 

第１０条 業務評価の標準点（標準に評価する場合の点数をいう。以下において同じ。）は、

被評価者が事務職員及び技術職員の場合にあっては５０点、技能職員及び業務職員の場合

にあっては３０点とする。 



 （事務職員及び技術職員の業績評価） 

第１１条 被評価者が事務職員及び技術職員の場合には、評価期間における業務目標を次に

より設定するものとする。 

（１）業務目標の数は、３又は４とし、目標ごとに難易度及びウエイトを設ける。 

（２）難易度は、別に定める基準に基づき、ＡからＤまでの４段階に区分して設定する。 

（３）ウエイトは、その合計が１００分の１００となるように、業務量等を考慮して設定す

る。 

２ 事務職員及び技術職員の業績評価は、前項の規定により設定された業務目標ごとに、別

に定める基準に基づき、その達成度をＴ１からＴ５までの５段階に区分し、それぞれの難

易度、ウエイト及び達成度に応じて評価点を算出するものとし、その算出方法は、別表第

５に定めるところによる。 

 （能力評価の点数への加算）

第１２条 被評価者が事務職員及び技術職員（係員及び係長（これに相当する職にある職員

を含む。）に限る。次項において同じ。）の場合に、職員提案制度において提案を行い、審

査の結果、優秀と認められた提案について、チャレンジ提案として、１点を、第１４条に

規定する能力評価の点数に加算する。

２ 被評価者が事務職員及び技術職員の場合において、評価期間内に、業務改善や市民サー

ビス向上等の身近な改善・改革に係る取組（業績評価において難易度 A又は Bの業務目標
に係る取組等又は能力評価における評価項目において加点された場合を除く。）を実施し、

業務全体又は職場全体に効果があったと認められた場合に、当該取組に対して、１点を、

第１４条に規定する能力評価の点数に加算する。

 （技能職員及び業務職員の業績評価） 

第１３条 被評価者が技能職員及び業務職員の場合には、評価期間における自己の取組内容

を設定するものとする。 

２ 技能職員及び業務職員の業績評価は、前項の規定により設定された自己の取組内容の達

成度その他の視点について評価し、その合計点に応じて、貢献度をＫ１からＫ５までの５

段階に区分して評価点を算出するものとし、その算出方法は、別表第６に定めるところに

よる。 

 （能力評価の標準点等） 

第１４条 能力評価の標準点は、被評価者が事務職員及び技術職員の場合にあっては５０点

（第１２条に規定する加点の点数を除く。）、技能職員及び業務職員の場合にあっては８０

点とする。 

２ 能力評価における評価項目及びその要素並びに要素ごとの標準点は、被評価者が事務職

員及び技術職員の場合にあっては別表第７、技能職員及び業務職員の場合にあっては別表

第９にそれぞれ定めるとおりとする。 

３ 能力評価における要素ごとの指標及び点数の区分については、別に定める。 



 （最終評価の区分） 

第１５条 最終評価は、２次評価の結果に基づき行うものとし、業績評価及び能力評価の点

数に応じて、５から１までの５段階に区分することにより決定する。 

２ 最終評価の区分は、職位ごとに行うものとし、その分類基準は、別表第９に定めるとお

りとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、被評価者の人数が少ない場合には、別表第１０に定めるとお

りとする。 

４ 前２項の規定により難い場合には、別に定めるところにより区分することができるもの

とする。 

 （人事評価シートの取扱い） 

第１６条 人事評価シートのうち、達成度その他の評価に関する事項は、非公開とし、その

基準は、川崎市情報公開条例（平成１３年川崎市条例第１号）及び川崎市個人情報保護条

例（昭和６０年川崎市条例第２６号）に定めるところによる。 

 （人事評価シートの様式） 

第１７条 規程第２条第５号に規定する人事評価シートの様式は、被評価者が事務職員及び

技術職員の場合にあっては第１号様式、技能職員及び業務職員の場合にあっては第２号様

式にそれぞれ定めるとおりとする。 

 （２次評価の結果の通知） 

第１８条 規程第８条第３項に規定する２次評価の結果の通知は、人事評価通知書により行

うものとし、その様式は、被評価者が事務職員及び技術職員の場合にあっては第３号様式、

技能職員及び業務職員の場合にあっては第４号様式にそれぞれ定めるとおりとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年１２月１日から施行する。 

附  則 

  この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 



附  則 

  この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附  則 

  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附  則 

  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附  則 

  この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 



別表第１（第５条関係） 

被評価者の区分 １次評価者 ２次評価者 確認者 

係  員 係  長 課  長 局  長 

係  長 課  長 部  長 局  長 

課  長 部  長 局  長 局  長 

部  長 局  長 ― 局  長 

備考 

１  係員には、主任及び指定担当係長を含む。 

２  係長、課長及び部長とあるのは、これらに相当する職にある職員（指定担当係長を除

く。）を含む。 

別表第２（第５条関係） 

 職 相当する職 

被評価者 

係  員 主任、指定担当係長 

係  長 担当係長、課長補佐 

課  長 担当課長 

部  長 担当部長 

評価者 

係  長 担当係長、課長補佐 

課  長 担当課長、課長の事務取扱を命ぜられた担当部長 

部  長 担当部長、部長の事務取扱を命ぜられた担当理事 

備考 

１  被評価者及び評価者の項における係長の職に相当する担当係長には、指定担当係長を

含まないものとする。 

２  評価者の項における課長の職に相当する「課長の事務取扱を命ぜられた担当部長」は、

事務取扱の職により評価を行う職員がいる場合に限る。 

３  評価者の項における部長の職に相当する「部長の事務取扱を命ぜられた担当理事」は、

事務取扱の職により評価を行う職員がいる場合に限る。 



別表第３（第８条関係） 

人事評価の手続（事務・技術職員用） 

Ⅰ 目標設定期間（４月～５月） 

① 組織目標

の設定 

○ 局長は、総合計画等を踏まえて局の組織目標を設定し、各部長に提

示する。 

○ 部長は、局の組織目標等を踏まえて部の組織目標を設定し、各課長

に提示する。 

○ 課長は、部の組織目標等を踏まえて課の組織目標を設定し、所属職

員に提示する。 

② 業務目標

の設定等 

○ 被評価者は、組織目標、業務分担等を踏まえて評価期間における業

務目標の設定等を行い、人事評価シートを１次評価者に提出する。 

③ 面談の実

施 

○ １次評価者は、被評価者の業務目標等に関して面談を実施し、必要

に応じて目標の追加、修正等について指導する。 

④ 調整会議

の実施 

○ 調整会議において、被評価者の業務目標等を多面的に審査し、難易

度、ウエイト等を決定する。この場合において、部長及び課長の業務

目標並びに係長及び係員の難易度Ａの業務目標については、目標管理

委員会の審査を経るものとする。 

Ⅱ 中間フォロー期間（１０月） 

⑤ 中間フォ

ローの実施

○ １次評価者は、被評価者との面談を実施し、業務の進捗状況等を確

認するとともに、必要に応じて指導及び助言を行う。 

Ⅲ 評価実施期間（１月～３月） 

⑥ 自己申告

の実施 

○ 被評価者は、業務目標の達成状況等及び発揮した能力等について自

己申告を行い、人事評価シートを１次評価者に提出する。 

⑦ 面談の実

施 

○ １次評価者は、被評価者の業務目標の達成状況等について面談を実

施し、必要に応じて指導及び助言を行う。 

⑧ １次評価

の実施 

○ １次評価者は、面談内容等を踏まえて１次評価を行い、人事評価シ

ートを２次評価者に提出する。 

⑨ ２次評価

の実施 

○ ２次評価者は、１次評価者とのヒアリング等を踏まえて２次評価を

行い、人事評価シートを確認者に提出する。 

⑩ 評価内容

の確認 

○ 確認者は、１次評価及び２次評価の内容を確認し、必要に応じて再

評価の指示を行う。 

⑪ 評価結果

の通知 

○ ２次評価者は、確認者の確認後、２次評価の結果を人事評価通知書

により被評価者に通知し、その内容を説明する。 

⑫ 最終評価

の決定 

○ 確認者は、２次評価における業績評価及び能力評価の結果に基づ

き、被評価者の最終評価を決定し、人事評価シートを局長に提出する。

 備考 

  １ 局長、部長及び課長とあるのは、これらに相当する職にある職員を含むものとする。

以下の表において同じ。 

  ２  係長には担当係長（指定担当係長を除く。）及び課長補佐を、係員には主任及び指定

担当係長を含むものとする。以下の表において同じ。 

  ３ 調整会議及び目標管理委員会の実施方法等については、別に定める。 



別表第４（第８条関係） 

人事評価の手続（技能・業務職員用） 

Ⅰ 目標設定期間（４月～５月） 

① 職場目標

の設定 

○ １次評価者は、課の組織目標等を踏まえて職場目標を設定し、被評

価者に提示する。 

② 自己の取

組内容の設

定 

○ 被評価者は、職場目標を達成するために自らが果たす役割等につい

て、自己の取組内容として設定し、人事評価シートを１次評価者に提

出する。 

③ 面談の実

施 

○ １次評価者は、被評価者の自己の取組内容に関して面談を実施し、

必要に応じて内容の修正等について指導する。ただし、被評価者の人

数が多い職場にあっては、取組内容が不明確な場合等を除き、面談を

省略することができる。 

Ⅱ 中間フォロー期間（１０月） 

④ 中間フォ

ローの実施

○ １次評価者は、職場目標の達成に向けて、被評価者への全体的な指

導を行う。 

○ １次評価者は、自己の取組内容の達成に向けて指導及び助言を行う

必要がある場合等においては、被評価者との面談を実施する。 

Ⅲ 評価実施期間（１月～３月） 

⑤ 自己申告

の実施 

○ 被評価者は、自己の取組内容の達成状況等及び発揮した能力等につ

いて自己申告を行い、人事評価シートを１次評価者に提出する。 

⑥ 面談の実

施 

○ １次評価者は、被評価者の自己の取組内容の達成状況等について面

談を実施し、必要に応じて指導及び助言を行う。ただし、被評価者の

人数が多い職場にあっては、自己申告の内容が不明確な場合等を除

き、面談を省略することができる。 

⑦ １次評価

の実施 

○ １次評価者は、面談内容等を踏まえて１次評価を行い、人事評価シ

ートを２次評価者に提出する。 

⑧ ２次評価

の実施 

○ ２次評価者は、１次評価等を参考に２次評価を行い、人事評価シー

トを確認者に提出する。 

⑨ 評価内容

の確認 

○ 確認者は、１次評価及び２次評価の内容を確認し、必要に応じて再

評価の指示を行う。 

⑩ 評価結果

の通知 

○ ２次評価者は、確認者の確認後、２次評価の結果を人事評価通知書

により被評価者に通知し、必要に応じてその内容を説明する。 

⑪ 最終評価

の決定 

○ 確認者は、２次評価における業績評価及び能力評価の結果に基づ

き、被評価者の最終評価を決定し、人事評価シートを局長に提出する。



別表第５（第１１条関係） 

業績評価の点数化（事務・技術職員用） 

     達成度 

難易度 
Ｔ１ Ｔ２ Ｔ３ Ｔ４ Ｔ５ Ｎ 

Ａ １００ ９０ ８０ ５０ ２０ 

０ 
Ｂ ９０ ８０ ６５ ４０ １５ 

Ｃ ８０ ６５ ５０ ３０ １０ 

Ｄ ７０ ５５ ４０ ２０ ５ 

 備考 

  １ 業務目標ごとの評価点は、この表に掲げる点数にウエイトを乗じて算出する。 

  ２ 全く着手しなかった業務目標の達成度の区分は、Ｎとする。 

別表第６（第１３条関係） 

業績評価の点数化（技能・業務職員用） 

１  貢献度の視点 

貢献度の視点 正確・迅速性 協力度 達成度 改善提案 

標準点 １ １ １ ０ 

 ２ 貢献度の区分 

貢献度の視点 

の合計点 
７ ６、５ ４、３ ２、１ ０ 

貢献度 Ｋ１ Ｋ２ Ｋ３ Ｋ４ Ｋ５ 

評価点 ５０ ４０ ３０ ２０ １０ 

 備考 貢献度の視点ごとに評価を点数化し、その合計点に応じて、貢献度を５段階に区分

する。 



別表第７（第１４条関係）

能力評価の評価項目、要素及び標準点（事務・技術職員用）

評価項目 要 素

標準点

係員 係長
課長 部長

職員 主任 係長 課長補佐

知 識

知識・技術 １０ １０ － － － －

企画・立案、事務事業の実施 － － １２ １２ － －

構想 － － － － ８ ８

管理能力
組織ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

－ －
８ ８ １２ １２

判断 ８ ８ １０ １０

対人能力
説明・応対 １０ １０ － － － －

説明・調整 － － １２ １２ １０ １０

姿勢・態度

チームワーク １０ １０
－ － － －

業務遂行 １０ １０

倫理 １０ １０ １０ １０ １０ １０

合 計 ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０

 備考 「指定担当係長」は、主任に含めることとする。

別表第８（第１４条関係） 

能力評価の評価項目、要素及び配分点数（技能・業務職員用） 

評価項目 要 素

標準点

合 計係員

職員 職長

実務能力

知識・技能 １１ １１

３８安全注意 １６ １６

健康・体力 １１ １１

姿勢・態度

コミュニケーション １１ １１

４２業務遂行 １１ １１

倫理 ２０ ２０



別表第９（第１５条関係） 

最終評価の分類基準 

 １ 部長及び課長 

評価 配 分 率 

５ 職位別に評価を受けた職員数の上位１０分の１以内 

４ 職位別に５及び４を合わせて、評価を受けた職員数の上位１０分の３以内 

３ 職位別に５、４及び３を合わせて、評価を受けた職員数の上位１０分の８以内 

２ 
上記以外（２及び１の分類基準は、別に定める。） 

１ 

 備考  上位１０分の８以内に入らない職員のうち、２次評価の合計点が１００点を超え、

かつ能力評価において減点評価がないものについては、確認者は評価点数分布を考慮

した上で「３」に決定することができる。 

２ 係長及び係員 

評価 配 分 率 

５ 職位別に評価を受けた職員数の上位１０分の１以内 

４ 職位別に５及び４を合わせて、評価を受けた職員数の上位１０分の３以内 

３ 

上記以外（３、２及び１の分類基準は、別に定める。） ２ 

１ 

別表第１０（第１５条関係） 

最終評価における少人数の特例 

人数

評価 

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人 ８人 ９人 

５ 

１人 ２人 

１人 

以内 

１人 

以内 

１人 

以内 

２人 

以内 

２人 

以内 

２人 

以内 

３人 

以内 ４ 

３ 
２人 

以上 

３人 

以上 

４人 

以上 

４人 

以上 

５人 

以上 

６人 

以上 

６人 

以上 
２ 

１ 

 備考 

  １ ６人から９人までの場合、５を１人以内とする。 

  ２  部長及び課長で５人から９人までの場合、２又は１を１人以上とする。ただし、２

次評価の合計点が１００点を超え、かつ能力評価において減点評価がないものについ

ては、確認者は評価点数分布を考慮した上で「３」に決定することができる。 


